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鹿沼市文化活動交流館 

令和５年度指定管理者業務仕様書 
 

１  趣旨  

本仕様書は、「鹿沼市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例

（平成１７年鹿沼市条例第９号）及び同条例施行規則（平成１７年鹿沼市規則第

１８号」に基づき、鹿沼市文化活動交流館の指定管理者が行う管理の基準及び業

務の範囲等について定めています。  

 

２  施設の概要  

施 設 名 称  鹿沼市文化活動交流館  

所 在 地  鹿沼市睦町１９５６番地２  

種 別  事務室及び研修室  

設 置 年 月 日  平成１４年１０月２６日  

敷 地 面 積  １０，９８０．８７㎡  

施 設 面 積  床面積  １，３８８．４㎡  

設 備 規 模  別紙２参照  

施 設 概 要  多目的創作工房      ９０．７２㎡  

ギャラリー       ２９１．５０㎡  

郷土資料展示室     ３９４．３５㎡  

収蔵室：２室  

荷解室：２室  

喫茶コーナー：１ヶ所  

建 築 構 造  本館  鉄筋コンクリート造  平屋建  一部鉄骨造  

そ の 他 の  

設 備 内 容  

自動ドア（２）、便所（１）  

備 品  別紙３参照  

 

３  業務の内容  

(1) 開館時間及び休館日  

開館時間等は、鹿沼市文化活動交流館条例（平成１４年鹿沼市条例第２７

号）及び同条施行規則（平成１４年鹿沼市規則第２７号）を遵守すること。  

ア  開 館 時 間  午前８時３０分から午後９時まで。  

貸館は、午前９時から午後９時までの１時間単位とする。  

ただし、郷土資料展示室は、午前９時から午後５時まで。  
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イ  休 館 日  （ア）月曜日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する国民の祝日 (以下「休日」という )

を除く）  

（イ）休日の翌日（休日または土曜日、日曜日にあたると

きは除く）  

（ウ）年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）  

(2) 使用料  

使用料一覧（別紙７）のとおり  

公益上の理由その他で市長の認める場合は、使用料を減免する。  

 (3) 管理体制の確保  

ア  業務に支障のない管理組織及び管理要員を配備すること。  

受付業務：午前８時３０分～午後９時３０分（１名以上常駐）  

設備管理業務：市民情報センター設備管理職員が兼ねる。  

上記「受付業務」・「設備管理業務」は、指定管理者が市民情報センター

に配置する管理責任者が総括し指揮監督するとともに、市民情報センター

と同様の事務を遂行する。  

イ  施設に精通した職員を配置するようにし、常に職員の研修等を行い職員の

育成に励むこと。  

ウ  消防計画に基づいた管理体制を確保し、防火管理者を選任すること。  

(4) 運営業務  

ア  運営業務の詳細  

(ｱ) 利用者への接遇  

(ｲ) 利用者への案内、受付及び予約管理  

(ｳ) 利用の許可及び取消し  

(ｴ) 減免の手続  

(ｵ) 使用料の徴収及び市への納付  

 (ｶ) 施設の管理及び利用促進  

(ｷ) 業務報告及び関係機関等との連絡調整  

(ｸ) 市民やボランティア等との協力及び協働事業の推進（郷土資料展示室に

は、展示品の監視と展示品の説明などのためにボランティア２名が配置さ

れ、交流館事務室が待機場所となっている。その活動に協力すること。）  

(ｹ) 要望・苦情の受付け及び対応  

(ｺ) 事故等緊急時の対応  

(ｻ) 台風、大雨等の災害への対応  

(ｼ) その他運営に必要な業務  

イ  公共施設案内・予約システム  

鹿沼市では、公共施設案内・予約システムにより鹿沼市民情報センターの

空き状況の検索機能を提供している。当該システムのルールを把握し、円滑

なシステムの運用を行うものとし、他の施設の問合せ等に対しては、指定管
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理者としての権限の範囲内で利用者の立場に立った対応を行うこと。  

(5) 施設維持管理業務  

ア  清掃  

・施設内外の清掃を実施する。  

・作業中は利用者の利便性に十分配慮する。  

・衛生器具の日常清掃は、建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官

庁営繕部監修）に基づき実施し、開館日は毎日行う。  

（ア）日常清掃（玄関ホール、事務室、廊下、便所、駐車場、犬走り、 構内

通路）  

（イ）定期清掃（床、建物外部、その他）  

詳細については別紙８参照。  

イ  電気設備保守  

・館内に設置されている機器等の電力の使用実態を常に把握すること。  

・建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）に基づき、

点検調整し良好な状態を維持するとともに、故障時については適切に対処す

ること。  

（ア）受変電設備  

   設備容量  ２００ＫＶＡ  

   最大電力  １３５Ｋｗ  

   受電電圧  ６６００Ｖ  

非常用予備発電装置   発電機定格出力  ２４Ｋｗ  

発電機定格電圧  ２００Ｖ  

（イ）作業内容  

   ａ  電気事業法の電気管理技術者による点検作業の実施  

   ｂ  受変電設備点検 (月次点検：年１２回 ) 

     計器指針の記録確認、遮断機開閉器の点検、避雷器の点検、配電盤

の点検、表示灯の点検、コンデンサの点検等   

   ｃ  非常用予備発電装置点検 (月次点検：年１２回 )  

     発電機関係  

     制御盤の点検、原動機の点検、発電機の点検、蓄電池の点検、始動

点検、電圧の測定等  

   ｄ  電灯設備保守  

     照明の制御を統括している照明制御盤を管理し、その機能を十分発

揮するよう努めると共に、機器の耐久化を図る。  

     電灯設備保守点検（月次点検：年１２回）  

   ｅ  照明器具の点検  

     操作盤（スイッチ）の点検、照明ランプ点検及び不良物の交換、反

射板等の点検清掃等  

   ｆ  分電盤及び開閉器の点検  
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     外観点検、漏電遮断器の点検、絶縁測定、接地抵抗の測定  

   ｇ  外灯設備点検  

     支持柱及び灯具の点検、制御機器の点検  

ウ  給排水衛生設備保守  

建物内外の環境をより衛生的に保持し、利用者に快適な施設環境を提供す

ると共に、設備の耐久化を図ること。  

（ア）衛生器具設備（年次点検：年１回）  

便器の点検、大便器用タンクの点検、小便器用節水装置の点検、衛生

器具附属水栓の点検  

（イ）給水設備  

ａ  貯水槽清掃（年１回）  

ｂ  水質分析及び残留塩素測定（年２回）  

ｃ  水栓の点検、各弁の点検、量水器の確認等  

（ウ）排水設備  

ａ  グリストラップ清掃（年２回）  

ｂ  洗面器等の排水管の点検清掃、満水試験継手の点検  

エ  害虫駆除  

 施設内を衛生的に保持し、利用者に快適な施設環境を提供すると共に、

設備の耐久化を図ること。  

（ア）鼠、昆虫等の防除（年２回）  

オ  消防用設備等保守  

建物の内外に属する設備等について火災を予防し、施設等の安全かつ円滑

な管理をすること。  

（ア）６ヶ月法定外観、機能点検（年２回）  

（イ）１２ヶ月法定総合点検（年次点検：年１回）  

屋外消火栓設備、自動火災報知設備、非常放送設備、消火器、防火扉、

誘導灯設備、火災通報装置、非常用電源設備  

（ウ）防火対象物点検結果報告書の提出  

カ  自動扉保守  

・自動扉を管理し、機能を十分発揮するよう常に事故の予防に努めると共に、

機器の耐久化を図ること。（年４回）  

・駆動装置の点検、扉懸架部の点検、検出装置の点検、電気関係の点検  

キ  弱電設備保守  

  利用者に安全かつ快適な環境を提供すると共に設備の耐久化を図ること。  

（ア）拡声装置（年１回）  

   電力増幅、身障者呼出器、ＩＣレコーダー、ミキサー、ＣＤ、ＭＤ、カ

セットデッキ、ワイヤレスマイク等の点検、スピーカーの異常確認  

（イ）非常用放送設備点検  

   ６ヶ月法定外観、機能点検（年２回）  
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１２ヶ月法定点検（年１回）  

機器の動作確認  

ク  空気調和設備保守  

  冷暖房の日常的な運転操作と適切な保守整備を行い、快適な環境を作ると

共に機能を十分発揮するよう機器の耐久化を図ること。  

（ア）冷暖房設備点検  

  ・電気ヒートポンプエアコン点検（年２回）  

  ・ガスヒートポンプエアコン点検（年１回）  

  換気扇点検清掃  

  加湿器点検清掃  

  電気ヒーター点検清掃  

ケ  環境測定  

  建物内の環境を衛生的に維持するため、環境測定を実施すること。  

（ア）空気環境測定（年６回）  

   測定場所９ヶ所  

温度（１７～２８℃）  

   相対湿度（４０～７０％）  

   気流（０．５ｍ／ｓｅｃ以下）  

   炭酸ガスの含有率（１０００ｐｐｍ以下）  

   一酸化炭素の含有率（１０ｐｐｍ以下）  

   浮遊粉塵の量（空気１立米につき０．１５ｍｇ以下）  

（イ）照度測定  

   事務室等（３００ルクス以上）  

   受付、玄関、廊下、便所等（１５０ルクス以上～３００ルクス未満）  

   機械室、倉庫等（７０ルクス以上～１５０ルクス未満）  

コ  警備  

火災・盗難及び不法行為等の予防を図り、施設の正常かつ安全で良好な状

態を保持するため実施する。なお、必要に応じて巡回警備を行うこと。  

（ア）機械警備  

 ・警備業務用機械装置により集中管理する。  

 ・警備責任時間帯は、原則として防犯開始した時点より、防犯設備のセ

ットが解除された時点までとする。  

（イ）緊急対処業務  

 火災警報の監視及び関係機関への通報。  

サ  観葉植物管理  

  室内等の美観を保全し、利用者の快適性を保持するため観葉植物箇所の定

期交換設置をすること。（隔月：年６回）  

シ  植栽管理  

屋外の美観及び景観を保全し、利用者の快適性を保持するため次の管理を
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実施する。  

（ア）植栽管理  

   樹木管理、樹木剪定及び処理、施肥（年２回）、害虫駆除（年３回）、落

葉の処理  

   ※敷地内樹木の落葉が敷地外に出た場合は清掃すること。  

（イ）芝生管理  

施肥（年２回）、害虫駆除（年３回）、刈込処理（年３回）  

ス  廃棄物処理  

廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物の収集を目的とし、

内外の環境をより衛生的に保持し建物の耐久化を図ること。交流館から排出

した廃棄物は市民情報センターのゴミ置き場で指定管理者の排出場所に一時

保管すること。  

（ア）一般廃棄物と産業廃棄物の区分  

（イ）事業系一般廃棄物及び産業廃棄物の区分  

セ  その他維持管理に必要な業務  

 (6) 事業計画書及び事業報告書  

ア  年度事業計画書  

毎年度の年間事業計画書を作成し、教育委員会が指定する期日（翌年度予

算に反映できる時期）までに提出し、教育委員会の承認を得ること。（様式の

指定なし）  

イ  年度事業報告書  

毎年度終了後に、事業報告書（鹿沼市公の施設における指定管理者の指定

の手続等に関する条例施行規則様式第４号）を提出すること。また、管理の

実態を把握するために教育委員会が定める事項は、次のとおりとする。  

(ｱ) 管理業務の実施及び利用の状況  

(ｲ) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績  

(ｳ) 管理に係る経費の収支状況  

(ｴ) 作業実施数量等記録  

(ｵ) 利用状況集計表  

(ｶ) 保守点検記録  

(ｷ) 作業日誌  

(ｸ) 安全衛生の記録  

(ｹ) 修繕等の記録  

(ｺ) 作業記録写真  

(ｻ) 各種検査記録  

ウ  業務報告書及び改善指示  

(ｱ) 指定管理者は、指定期間中の毎月、教育委員会が指定する期日までに上

記イの事業報告書の事項を記載した業務報告書を作成し、提出すること。  

(ｲ) 教育委員会は、業務報告書の確認及び業務実施状況の確認のため、臨時
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的に報告及び実地調査を行うことができるものとする。また、指定管理者

の業務実施が仕様書等を満たしていないと判断した場合、教育委員会は、

業務の改善指示等を行う。  

(7) 修繕及び工事等  

ア  利用者の安全、利便性を確保するため、日常的な保守管理及び部品交換、

補修、修繕等を実施し、施設、設備等を適正な状態に保持すること。  

イ  修繕、工事等は、適切に記録し、事業報告書に添えて報告すること。  

 

４  備品等の管理  

(1) 備品は、教育委員会が導入するものとし、指定管理者は、その使用に当たっ

て設置場所、使用状況等を把握し適正な維持管理を行うこと。  

(2) 備品を購入し、又は廃棄する場合は、事前に教育委員会と協議し、定期的に

報告すること。  

(3) 消耗品は、指定管理者が購入すること。  

(4) 指定期間満了時には、備品一覧に記載された備品の引継ぎを行い、残存する

消耗品は、教育委員会に報告の上、引き渡すものとする。  

 

５  その他留意事項  

(1) 記録の作成と保存  

ア  管理運営、経理、維持管理業務等の記録を常に整理し、教育委員会から報

告を求められた場合には、速やかに対応すること。  

イ  上記記録は指定期間終了後から５年間保存するものとし、指定管理期間  

満了後に教育委員会に引き継ぐこと。  

ウ  施設、設備等で図面があるものは、必ず図面に記録を残すこと。  

(2) 市への協力  

ア  市が実施する事業や要請する事業（緊急安全点検、防災訓練、イベント、

会計検査等）への積極的な参加又は協力を行うこと。  

イ  風水害、地震等の災害時には、鹿沼市地域防災計画に基づいた応急活動や

避難対策等を主体的に行うこと。  

ウ  指定管理者が教育委員会の指示に従う場合における指定管理料の取扱いそ

の他の必要な事項については、教育委員会と指定管理者とが協議の上、決定

する。  

(3) ボランティアとの調整  

施設の管理運営について活動するボランティアと協力体制を構築し、常に活

動を支援すること。  

(4) 文化財等の管理  

文化財等の取扱いに当たっては、関係法令等に基づく管理を適切に行うこと。

展示、移動、移設等の取扱いにおいても同様とする。  

・歴史資料展示室及び収蔵室１（建物西側）：教育委員会文化課  
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・収蔵室２（建物東側）：川上澄生美術館  

(5) 包括的委任の禁止  

指定管理者は、第三者に対し指定管理業務の包括的委任を行ってはならない。

ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合は、指定管理業務の一部を

委託することができる。  

(6) 他の管理者との調整  

鹿沼市の他の公の施設の管理者と連絡調整を行い、管理運営を円滑に行うこと。

特に公共施設案内・予約システムについては、常に十分な連絡調整を行うこと。 

(7) 個人情報の保護  

指定管理者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）そ

の他の法令の規定に従い、業務上知り得た個人情報を目的外に使用し、又は第

三者に漏らしてはならない。個人情報の保管についても適正な管理・保護を行

うこと。  

(8) 守秘義務の遵守  

指定管理者は、業務上知り得た秘密について第三者に漏らしてはならない。  

(9) 情報公開  

情報公開請求については、鹿沼市情報公開条例（平成９年鹿沼市条例第１５

号）の規定に準じて取り扱うこと。  

(10) 鹿沼市行政手続条例の適用  

公の施設の管理運営に当たり、施設利用の許認可等の処分を行う場合は、鹿

沼市行政手続条例が適用され、指定管理者は、その範囲において行政庁として

同条例に規定する責務を負う。  

(11) 占用許可及び行政財産使用許可  

占用許可及び行政財産使用許可は教育委員会が行い、これに伴う使用料等は

教育委員会の歳入とする。  

(12) 石蔵の電気・水道使用料の取扱い  

石蔵は市が民間業者に使用許可している。その電気・水道については、文化

活動交流館への引き込みから分岐させて使用しているため、石蔵分の使用料は

文化活動交流館への請求金額に含まれている。石蔵の使用分は、指定管理者の

負担から除く。  

文化活動交流館と石蔵全体の使用料金を支払ったうえ、石蔵分の使用料金を

子メーター検針により計算し、使用業者から徴収して回収すること。また、こ

れらの金額を市に報告すること。  

(13) その他  

収蔵室１・２については、収蔵物が保管されているため、非常時及び設備点

検時以外の開閉は行わない。  
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６  業務に関するＱ＆Ａ  

質    問  回    答  

共通資料１「指定管理者公募選定に関

する想定質問」を参照  

共通資料１「指定管理者公募選定に関す

る想定質問」を参照  

 

７  添付資料一覧  

資料番号等  資料名称等  

別紙１  平面図  

別紙２  施設・設備一覧  

別紙３  備品一覧  

別紙４  収支決算書  

別紙５  事業報告書  

別紙６  利用状況調書  

別紙７  使用料一覧  

別紙８  清掃作業内容  

別紙９  修繕実績  

別紙 10 主要建築物調書  

別紙 11 管理数量一覧  

別紙 12 管理施設概要一覧  

別紙 13 燃料費年度基準額  

資料１  鹿沼市文化交流館条例  

資料２  鹿沼市文化交流館施行規則  

共通資料１  指定管理者公募選定に関する想定質問  

 


